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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査対象に対して超音波を送信し前記検査対象からの反射信号を取得する、圧電素子がア
レイ状に配列された第１及び第２の超音波探触子と、前記第１及び第２の超音波探触子に
よって取得した反射信号から、前記検査対象の体動評価に用いる評価領域を抽出し、前記
評価領域内の３次元的な体動を検出する体動検出部と、前記評価領域内の３次元的な体動
を表示する画像表示部とを有し、前記第１及び第２の超音波探触子による超音波走査面が
交叉し、
前記体動検出部は、前記第１の超音波探触子から得られる前記検査対象の複数の第１の二
次元断層画像と、前記第２の超音波探触子から得られる前記検査対象の複数の第２の二次
元断層画像とから射影成分を検出し、前記第１の二次元断層画像、前記第２の二次元断層
画像、及び前記射影成分に基づいて３次元的な体動を検出することを特徴とする超音波体
動検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記第１及び第２の探触子間で交互に
超音波走査を行ない、平行でない２つの走査面からなるバイプレーン像を取得することを
特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、第１及び第２の探触子間で交互に超音
波ビームの送受信を行ない、バイプレーン像を取得することを特徴とする超音波体動検出
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装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記体動評価に用いる信号成分は、前
記検査対象の輪郭成分、又は、前記検査対象の体内に散在する点反射体からの反射信号が
互いに干渉し合うことで生じるスペックル成分、又は、この両者を組み合わせたものであ
ることを特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記評価領域を複数設定して前記検査
対象の部分的な体動を評価することにより、前記検査対象の内部の検査領域の移動及び又
は変形を検出することを特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記第１及び第２の超音波探触子によ
って取得した前記反射信号の複数の１次元信号の間での相関演算を、前記評価領域内で行
なうことを特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記体動評価を２つの走査面からなる
各バイプレーン像について行ない、前記検査対象の３次元的体動の速度成分を検出するこ
とを特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置において、前記検査対象の動きに合わせて撮像断
面を変化させ、前記検査対象の追随画像をリアルタイムで前記画像表示部に表示すること
を特徴とする超音波体動検出装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置に治療用探触子を組み合わせた超音波治療装置で
あって、前記検査対象の動きに合わせて、前記超音波治療装置の治療用超音波の照準を追
随させることを特徴とする超音波治療装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の超音波治療装置において、前記検査対象の３次元的な動きと、それに
対応した前記治療用超音波の照準の自動追随の様子とを３次元リアルタイム動画像として
前記画像表示部に表示し、同時に前記検査対象のバイプレーン像を表示することを特徴と
する超音波治療装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の超音波体動検出装置を用いる画像提示装置であって、前記体動検出部
で検出された体動の結果から、前記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の初期位
置からの相対的な移動量を推定し、３次元空間における、前記第１及び第２の超音波探触
子による撮像面の位置を決定する撮像断面確定部と、前記検査対象の３次元画像を保存す
る３次元画像記憶部と、前記初期位置に対応する、前記３次元画像から抽出する２次元画
像を初期位置として設定する初期断面位置設定部と、前記撮像断面確定部で確定される前
記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の変化に伴い、前記初期断面位置設定部で
設定した抽出断面を変化させ、前記３次元画像記憶部から対応する２次元高解像度画像を
抽出する画像抽出部とを有し、抽出した画像を前記画像表示部に随時表示することを特徴
とする画像提示装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記３次元画像は、ＭＲＩ画像、Ｘ線ＣＴ
画像、ＰＥＴ画像の何れかであることを特徴とする画像提示装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記第１及び第２の超音波探触子による撮
像断面の初期位置と、これに対応する前記３次元画像における初期位置の設定とを、前記
検査対象の胸骨の剣状突起等の特徴部位の位置情報を用いて行なうことを特徴とする画像
提示装置。
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【請求項１４】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記３次元画像は検査対象の内部又は外部
に取り付けた人工的な造影物質の画像を含み、前記第１及び第２の超音波探触子による撮
像断面の初期位置と、これに対応する前記３次元画像における初期位置の設定とを、前記
造影物質の位置を基準にして行なうこと特徴とする画像提示装置。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記第１及び第２の超音波探触子による撮
像断面の初期位置と、これに対応する前記３次元画像における初期位置の設定とを、前記
第１及び第２の超音波探触子による超音波画像と前記３次元画像から抽出された抽出画像
との間で差分を行ない差分値の絶対値の積分値が最小となる位置で設定すること特徴とす
る画像提示装置。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記評価領域を複数設定して前記検査対象
の体動を評価することにより、前記検査対象の内部の検査領域の移動及び又は変形を検出
することを特徴とする画像提示装置。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の画像提示装置において、前記評価領域を複数設定して、複数の前記
抽出断面を補間することで連続的に結合し、２次元的な抽出画像を再構成する抽出画像再
構成部を備えたことを特徴とする画像提示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて検査対象の３次元的な体動を検出する体動検出装置及びこれ
を用いた画像提示装置、及び超音波治療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＩＦＵ（High-Intensity Focused Ultrasound）や体外衝撃波結石粉砕術といった超
音波や重粒子線を用いた体外からの治療法は、侵襲性が低く術後のＱＯＬ(Quality of Li
fe)が高いことから、患者の身体的負担が低く、治療期間の短縮も期待できる有用な治療
法として注目されている。しかし、低侵襲治療を行うには検査対象の動きや経時変化を視
覚的に捉えることが必須となる。特に、被験者の動きによるものと、呼吸運動や蠕動運動
による体動を正確に評価し、検査対象の３次元的動きを把握することで、より正確な低侵
襲治療が期待できる。
【０００３】
　以下、従来技術の体動検出法及びこれを用いた治療装置について説明する。
【０００４】
　特許文献１（特開２０００－２３７２０５号公報）に、任意に撮像断面を回転させるこ
とができる機構に取り付けられた超音波探触子を用いて、体動を検出し超音波治療を行な
う方法が報告されている。この方法は大別して、輪郭抽出モードと治療モードとに別けら
れる。輪郭抽出モードでは、超音波静止画像を用いて治療対象の輪郭抽出線を描き、２点
以上の特異点を設定する。この特異点の動きを追随し、この特異点の位置関係から輪郭線
を再構成することで、治療対象の動きを推測することが可能となる。この特異点の追随と
輪郭線の再構成を治療対象の相異なる複数断面上で行ない、治療用超音波の照準が治療対
象の輪郭内に存在することを確認する。次に、治療モードに移り、治療領域の焼灼体積か
ら求められたエネルギー量の超音波照射が行なわれる。治療領域の動き（移動量）は、患
者の呼吸や体動を、振動計や超音波モニタによって評価され、移動量が予め設定された閾
値を超えたところで自動的に照射を止め、再度、照準の設定を行なう工程を繰り返す。
【０００５】
　また、特許文献２（特開２００２－３６９８８８号公報）では、術前に検査対象の高解
像度３次元画像を取得し、検査対象を楕円球として近似する。術中は検査対象の２次元断
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層像（楕円形状となる）をリアルタイムで撮像し、検査対象の面内重心移動量と面積変化
を求める。この重心移動量から、検査対象の撮像面内における２次元的な動きが評価され
る。また、面積変化から取得した２次元断層像の、楕円球に近似した上記の３次元画像に
おいて最も整合が取れる位置が判断され、２次元断層像の垂直方向の体動が評価される。
この方法によって３次元的な体動をリアルタイムで検出し、治療用ビーム照射領域におけ
る検査対象の有無によって照射を制御している。
【０００６】
　診断及び治療に欠かすことのできない画像表示を行なう画像診断装置として、Ｘ線ＣＴ
装置（X-ray Computed Tomography）、ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置、Ｐ
ＥＴ（陽電子放出型断層）装置、超音波撮像装置が挙げられる。これら撮像装置は、撮像
部位や撮像環境によって互いに異なる優劣を持ち合わせている。超音波画像は他の画像取
得手段と比較してリアルタイム性に優れている反面、治療支援画像としては解像度に問題
がある。一方、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置では、それぞれ適用部位は異なる
ものの機能情報の提示や解像度に優れているが、超音波画像と比較してリアルタイム性に
問題がある。
【０００７】
　体動検出技術により、体動によって変化する超音波探触子の撮像断面の位置情報が得ら
れる。この技術を用いて超音波探触子の撮像断面に対応する他の画像取得手段による画像
を表示することで、超音波断層像とＭＲＩやＸ線画像等の他の撮像手段による画像を組み
合わせた治療に最適な支援画像をリアルタイムで提示できる。
【０００８】
　以下、体動検出方法を用いた画像提示装置の従来技術を説明する。
【０００９】
　特許文献３（特開２００３－１４４４１２号公報）では、診断前に高解像度ＭＲＩ３次
元画像を取得しておく。続いて、超音波診断装置を用いて検査対象の２次元断層像を撮像
する。この取得した２次元断層像から、検査対象の輪郭や血管等の特徴となる部位を抽出
する。抽出した特徴部位を、ＭＲＩ３次元画像に照らし合わせて最も整合が取れる位置を
確定し、２次元断面を抽出する。抽出した２次元断面を上記の特徴部位と一致するように
変形させ、画像表示部に表示する。このようにして、リアルタイムで撮像される超音波画
像を高解像度のＭＲＩ画像に置き換えることで、リアルタイムで高解像度画像を表示でき
る。
【００１０】
　また、特許文献４（特開平９－２４０３４号公報）に、診断及び治療をＭＲＩ装置のシ
ールドルーム内で行なうシステムが記載されている。ＭＲＩで観測可能なマーカと撮像面
の角度を測るための傾斜計が超音波探触子に取り付けられており、超音波探触子による撮
像断面の位置が確定されている。確定された断面のＭＲＩ画像を取得し、画像表示部に表
示する。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－２３７２０５号公報
【特許文献２】特開２００２－３６９８８８号公報
【特許文献３】特開２００３－１４４４１２号公報
【特許文献４】特開平９－２４０３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　特許文献１の技術では、治療用超音波の照射中の体動は、振動計や超音波モニタを用い
た間接的な方法により検出されるので、治療領域の正確な体動評価が難しいという課題が
あった。また、治療対象の体動が大きい場合には、照準設定が困難であるという課題があ
った。また、照準のずれが容易に閾値を越えると考えられ、頻繁な再設定の煩わしさを生
じるという課題があった。また、特異点の位置から治療領域を推測している為、特に変形
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を伴う治療対象については、正確な体動評価、及び、治療が難しいという課題があった。
また３次元の撮像を行うため、撮像レートが実際の体動速度に間に合わないという課題が
あった。
【００１３】
　特許文献２の技術では、術前に得た検査対象の３次元画像と、リアルタイムで取得する
２次元画像から評価される検査対象の面積変化から体動を評価しているので、検査対象の
変形を正確に評価することは難しいという課題があった。また、検査対象を楕円形状に近
似している点を考えても、変形の小さな体動については３次元楕円球で整合が取れる断面
が複数考えられ、正確な体動の検出は難しく、正常部位への誤照射領域は少なくないとい
う課題あった。また、照射領域内における検査対象の有無で照射を制御し、照射を繰り返
している為、治療によっては多くの治療時間を要するという課題があった。
【００１４】
　特許文献３の技術では、超音波２次元画像から得られた特徴部位と、ＭＲＩ３次元画像
とを照合する段階で、整合する位置を確定するには、２次元画像を３次元的に走査する必
要があり、リアルタイム性が損なわれてしまう欠点を有するという課題があった。また実
際の生体の体動は、平行移動に限らず、変形を伴うが、特許文献３の技術では、変形に対
応することが出来ない。
【００１５】
　特許文献４に記載の技術では、ＭＲＩ画像の撮像は、超音波による撮像に比べてリアル
タイム性に劣り、検査対象のリアルタイムでの動きを画像上に表示させることは難しいと
いう課題があった。
【００１６】
　本発明の目的は、検査対象の３次元的な体動を検出し、検査対象の変形や体動の様子を
３次元画像としてリアルタイムに表示できる超音波体動検出装置を提供すること、及びこ
れを用いた画像提示装置及び超音波治療装置提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の超音波体動検出装置は、検査対象に対して超音波を送受信し、検査対象の２次
元断層像（Ｂモード画像）を得る２つの探触子と、２つの探触子による超音波走査面が直
交に配置され、検査対象が２断面の交線上に位置する直交２断面（以下、バイプレーン像
という）の画像取得部と、バイプレーン像から体動の３次元速度成分（以下、速度成分と
いう）を検出する信号処理部と、速度成分を用いて、検査対象の体動が３次元画像として
リアルタイムに表示される画像表示部とを備える。
【００１８】
　本発明の超音波治療装置では、上記の超音波体動検出装置が用いられ、上記の速度成分
に伴って治療用超音波の集束点が検査対象を追随する照準制御部と、検査対象の経時変化
をリアルタイムで観察するリアルタイム追随画像を表示する画像表示部を備える。
【００１９】
　本発明の画像提示装置では、上記超音波体動検出装置が用いられ、体動に伴って変化す
る超音波探触子の撮像面を確定する確定部と、確定された面に対応する画像を、他の画像
診断装置によって得られた３次元画像から抽出する画像抽出部と、抽出した画像を表示す
る画像表示部とを備える。
【００２０】
　以下、本発明の超音波体動検出装置（１）の特徴について説明する。
【００２１】
　超音波体動検出装置は、検査対象に対して超音波を送信し上記検査対象からの反射信号
を取得する、圧電素子がアレイ状に配列された第１及び第２の超音波探触子と、上記第１
及び第２の超音波探触子によって取得した反射信号から、上記検査対象の体動評価に用い
る評価領域を抽出し、上記評価領域内の３次元的な体動を検出する体動検出部と、上記評
価領域内の３次元的な体動を表示する画像表示部とを有し、上記第１及び第２の超音波探
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触子による超音波走査面が交叉することに特徴を有する。さらに、超音波体動検出装置（
１）において、次に示す（２）～（８）の特徴を有する。
【００２２】
　（２）上記第１及び第２の探触子間で交互に超音波走査を行ない、平行でない２つの走
査面からなるバイプレーン像を取得することに特徴を有する。
【００２３】
　（３）上記第１及び第２の探触子間で交互に超音波ビームの送受信を行ない、バイプレ
ーン像を取得することに特徴を有する。
【００２４】
　（４）上記体動評価に用いる信号成分は、上記検査対象の輪郭成分、又は、上記検査対
象の体内に散在する点反射体からの反射信号が互いに干渉し合うことで生じるスペックル
成分、又は、この両者を組み合わせたものであることに特徴を有する。
【００２５】
　（５）上記評価領域を複数設定して上記検査対象の部分的な体動を評価することにより
、上記検査対象の内部の検査領域の移動及び又は変形を検出することに特徴を有する。
【００２６】
　（６）上記第１及び第２の超音波探触子によって取得した上記反射信号の複数の１次元
信号の間での相関演算を、上記評価領域内で行なうことに特徴を有する。
【００２７】
　（７）上記体動評価を２つの走査面からなる各バイプレーン像について行ない、上記検
査対象の３次元的体動の速度成分を検出することに特徴を有する。
【００２８】
　（８）上記検査対象の動きに合わせて撮像断面を変化させ、上記検査対象の追随画像を
リアルタイムで上記画像表示部に表示することに特徴を有する。
【００２９】
　本発明の超音波治療装置は、上記の超音波体動検出装置（１）に治療用探触子を組み合
わせた超音波治療装置であって、上記検査対象の動きに合わせて、上記超音波治療装置の
治療用超音波の照準を追随させることに特徴を有する。この超音波治療装置において、上
記検査対象の３次元的な動きと、それに対応した上記治療用超音波の照準の自動追随の様
子とを３次元リアルタイム動画像として上記画像表示部に表示し、同時に上記検査対象の
バイプレーン像を表示することに特徴を有する。
【００３０】
　本発明の画像提示装置は、上記の超音波体動検出装置（１）を用いる画像提示装置（１
１）であって、上記体動検出部で検出された体動の結果から、上記第１及び第２の超音波
探触子による撮像断面の初期位置からの相対的な移動量を推定し、３次元空間における、
上記第１及び第２の超音波探触子による撮像面の位置を決定する撮像断面確定部と、上記
検査対象の３次元画像を保存する３次元画像記憶部と、上記初期位置に対応する、上記３
次元画像から抽出する２次元画像を初期位置として設定する初期断面位置設定部と、上記
撮像断面確定部で確定される上記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の変化に伴
い、上記初期断面位置設定部で設定した抽出断面を変化させ、上記３次元画像記憶部から
対応する２次元高解像度画像を抽出する画像抽出部とを有し、抽出した画像を上記画像表
示部に随時表示することに特徴を有する。さらに、画像提示装置（１１）において、次に
示す（１２）～（１７）の特徴を有する。
【００３１】
　（１２）上記３次元画像は、ＭＲＩ画像、Ｘ線ＣＴ画像、ＰＥＴ画像の何れかであるこ
とに特徴を有する。
【００３２】
　（１３）上記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の初期位置と、これに対応す
る上記３次元画像における初期位置の設定とを、上記検査対象の胸骨の剣状突起等の特徴
部位の位置情報を用いて行なうことに特徴を有する。
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【００３３】
　（１４）上記３次元画像は検査対象の内部又は外部に取り付けた人工的な造影物質の画
像を含み、上記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の初期位置と、これに対応す
る上記３次元画像における初期位置の設定とを、上記造影物質の位置を基準にして行なう
ことに特徴を有する。
【００３４】
　（１５）上記第１及び第２の超音波探触子による撮像断面の初期位置と、これに対応す
る上記３次元画像における初期位置の設定とを、上記第１及び第２の超音波探触子による
超音波画像と上記３次元画像から抽出された抽出画像との間で差分を行ない差分値の絶対
値の積分値が最小となる位置で設定することに特徴を有する。
【００３５】
　（１６）上記評価領域を複数設定して上記検査対象の体動を評価することにより、上記
検査対象の内部の検査領域の移動及び又は変形を検出することに特徴を有する。
【００３６】
　（１７）上記評価領域を複数設定して、複数の上記抽出断面を補間することで連続的に
結合し、２次元的な抽出画像を再構成する抽出画像再構成部を備えたことに特徴を有する
。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の超音波体動検出装置によれば、簡易な構成で検査領域の３次元的な体動をリア
ルタイムで評価できる。また、体動評価結果を用いて治療用超音波の照準を治療領域の動
きに追随させることが可能となり、この追随画像の表示により、検査対象の経時変化を視
覚的に観察でき、正確な低侵襲治療が可能となる。また、体動評価結果から、体動によっ
て変化する超音波探触子の撮像断面の位置が推定可能であり、この断面に対応する他の画
像診断装置からの有効画像を表示することで、患者に最適な診断及び治療を施すことが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の超音波体動検出装置では、２つの超音波探触子による検査対象のバイプレーン
像の計測を簡易な構成の装置で行ない、検査領域の３次元的な体動をアルタイムで評価で
きる。本発明の超音波体動検出装置では、簡易な構成で検査対象の体動の３次元速度成分
を検出でき、検査対象の体動を３次元画像としてリアルタイムに表示できる。また、同時
に検査対象の経時変化が判るように、検査対象のリアルタイム追随画像を表示できる。
【００３９】
　また、上記超音波体動検出装置を用いて、検査対象の動きに合わせて、超音波治療装置
の治療用超音波の照準（治療領域）を自動的に追随させることにより、正確で簡易な低侵
襲性治療を行なう超音波治療装置を構成する。本発明の超音波体動検出装置を用いた超音
波治療装置では、超音波の照準が体動に合わせて治療領域を追随し、治療用超音波を連続
的に照射することで、正確な短時間治療が可能となる。また、治療領域の経時変化を表示
して、最適なタイミングで治療用超音波の照射の中止が可能となる。
【００４０】
　また、上記超音波体動検出装置を用いて、探触子撮像断面の位置を確定し、対応する他
の画像診断装置で既に得られている３次元画像から対応する画像を抽出して表示する画像
提示装置を構成する。上記超音波体動検出装置を用いて、体動に伴って変化する超音波探
触子の撮像面をリアルタイムで確定する画像提示装置を提供でき、事前に取得しておいた
他の画像診断装置による３次元画像から、確定した撮像面に対応する断面を抽出、表示し
、リアルタイムで有効画像を表示できる。
【実施例１】
【００４１】
　図１は、実施例１の超音波体動検出装置の構成を示すブロック図である。
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【００４２】
　図２は、実施例１の超音波体動検出装置において、バイプレーンを得る探触子の構成を
示す図である。以下、図１、図２を用いて、バイプレーン像を得る構成について説明する
。
【００４３】
　超音波探触子１３は複数の圧電素子が平行に並べられた構造をもつ。送信ビームフォー
マー１１からＤ／Ａ変換器１２を経由して、各圧電素子にアナログ送波信号が送られ、検
査対象１０に向けて超音波を照射する。各圧電素子から送信される超音波は送信ビームフ
ォーマー１１によって電子的に遅延が掛けられており、所定の深度で集束する。送波信号
は検査対象１０内で反射され、再び超音波探触子の各圧電素子で受信される。各圧電素子
で受信した反射エコーは、ＴＧＣ（Ｔｉｍｅ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）部１４で、送
波の到達深度によって変わる減衰分を補正された後、Ａ／Ｄ変換器１５でデジタル信号に
変換され、受信ビームフォーマー１６に送られる。受信ビームフォーマー１６では、焦点
位置から各圧電素子までの距離に応じた遅延時間を掛けて加算結果が出力される。この集
束超音波を２次元走査させることで、検査対象１０の２次元的な反射エコー分布が得られ
る。受信ビームフォーマー１６からは実部と虚部に分けられたＲＦ信号が出力され、包絡
線検波部１７でビデオ信号に変換される。出力されたビデオ信号は、スキャンコンバータ
ー１８で走査線間の補正が加えられ、２次元画像データに再構成された後、画像表示部１
９に表示される。
【００４４】
　受信ビームフォーマーから出力されたＲＦ信号は、体動検出部２０に送られ、ここで３
次元的な体動の定量評価が成される。さらに、この体動評価の結果を探触子の撮像位置制
御部２１に送り、探触子１３の撮像断面を変化させていく。
【００４５】
　撮像断面を変化させるには以下の方法が可能である。第１の方法は、探触子１３を機械
的に動かす機構を取り付ける方法である。体動検出結果に基づいて探触子１３を移動させ
、検査対象を常にオブリーク可能な領域に位置させることができる。第２の方法は、２次
元アレイを持つ探触子１３を利用する方法である。２次元アレイでは２次元オブリークが
可能となるので、２次元アレイを持つ探触子１３を移動させることなく検査対象の追随が
可能となる。
【００４６】
　以上の機能を備える探触子１３として、図２に示すように、バイプレーン像を撮像する
探触子３０、３１をＴ字型に配置し、交互に超音波を走査させて２次元断層像を撮像する
ことにより、意図するバイプレーン像を取得できる。ここでは、Ｔ字型の配置の例を挙げ
たが、バイプレーン像が得られる構成であればこの例に限らず、例えば、十字型の配置も
可能である。また、２次元アレイを持つ探触子を用いれば、任意のバイプレーン像の撮像
が可能となるので本発明に有効である。また、探触子の種類も特に制限を受けるものでは
ない。
【００４７】
　図１１は、実施例１の超音波体動検出装置において、撮像面を通過する検査対象の動き
を表す図である。図１１（Ａ）はｘ軸方向から見た図であり、図１１（Ｂ）はｚ方向から
見た図である。検査対象は、検査対象の位置７７ａ→７７ｂ→７７ｃ→７７ｄの位置へと
移動し、撮像面７６を通過し、撮像面７６の面外へ移動していく。参照番号７７ａ、７７
ｂ、７７ｃ、７７ｄは移動する検査対象の位置を示す。
【００４８】
　図１２は、実施例１の超音波体動検出装置において、図１１に示す検査対象の動きに対
応して得られる超音波画像を示す。
【００４９】
　図１３は、実施例１の超音波体動検出装置において、隣接するフレーム間で得られる検
査対象の１次元信号波形の変化を表す図である。
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【００５０】
　図３は、実施例１の超音波体動検出装置において、３次元空間を動く検査対象を表す図
である。
【００５１】
　図４は、実施例１の超音波体動検出装置において、３次元空間を動く検査対象と、検査
対象の動きを表わす体動ベクトルの射影成分を表す図である。
【００５２】
　図５は、実施例１の超音波体動検出装置において、角度による検査対象の移動量の違い
を表すグラフである。
【００５３】
　以下、図１１、図１２、図１３、図３、図４を参照して、バイプレーン像から、体動の
３次元速度成分Ｖ（Ｖｘ、Ｖｙ、Ｖｚ）を求める方法について説明する。
【００５４】
　実施例１の超音波体動検出装置では、バイプレーン像の交線上に位置する、検査対象の
動きの３次元速度成分を求めて体動の動きを推定する。バイプレーン像による撮像可能な
領域は、図２に示した座標空間（ｘ、ｙ、ｚ）で考えると、探触子３０ではｘｚ平面、探
触子３１ではｙｚ平面に限られるので、バイプレーン像上で検出されるのは、検査対象の
動きの２平面（ｘｚ平面、ｙｚ平面）へ射影された速度成分になる。
【００５５】
　ここで、図１１に示す単一のｙｚ撮像面７６に着目し、連続するフレーム間で、撮像面
７６を通過して動く検査対象の位置７７ａ、７７ｂ、７７ｃ、７７ｄの順に、撮像面７６
の面外へ移動する検査対象の動きを考える。即ち、検査対象は、検査対象の位置７７ａ→
７７ｂ→７７ｃ→７７ｄの位置へと移動し、撮像面７６を通過し、撮像面７６の面外へ移
動していくものとする。この時、図１２に示すように、撮像面７６で得られる検査対象の
２次元画像は、検査対象の動きに対応して変化し、査対象の位置７７ａ、７７ｂ、７７ｃ
、７７ｄにおける超音波撮像面７６の２次元画像７８ａ、７８ｂ、７８ｃ、７８ｄのよう
に変化する。また、図１２に示すように、撮像面７６で得られる検査対象の断層像は、検
査対象の動きに対応し、検査対象の位置７７ａ、７７ｂ、７７ｃ、７７ｄにおける２次元
断層画像７９ａ、７９ｂ、７９ｃ、７９ｄのように変化する。隣接するフレームである７
８ａ、７８ｂの２次元画像を重ね合わせた画像８０から取り出した１次元信号波形８１ａ
、８１ｂは、図１３のようになる。信号波形８１ａ、８１ｂは、それぞれ、図１２に示す
検査対象の２次元断層像７９ａ、７９ｂからの信号である。
【００５６】
　検査対象が撮像面外へ動く場合には、隣接するフレーム間で信号波形のシフト以外に波
形変形が伴い、相互相関演算による移動量の推定が困難になるが、フレームレートを高速
に設定して信号波形の変形を最小限に抑えることで、検査対象の重心移動を求めることが
でき、一定時間における検査対象の動きの撮像面への射影成分を評価することができる。
同じ速度の体動であっても撮像面と体動とが成す角度によって２次元画像から検出される
速度の射影成分は異なるので、隣接するフレーム間で相互相関関数を計算することにより
、図５に示すように、体動の方向と撮像面とが成す角度によって異なる移動量の違いを検
出でき速度成分に相当する傾きを定量的に評価して３次元的な体動を推定することができ
る。また、体動を評価する領域を複数設定すれば検査対象の部分的な動きを評価すること
ができるので、検査対象の変形を含めた評価も可能である。
【００５７】
　具体的に検査対象の速度成分を求める工程を以下に説明する。バイプレーン像に３次元
座標軸を設定し、３次元座標軸による座標空間内を動く検査対象（４０から４１への移動
）を、図３に示す。４０は基準となる検査対象の位置（基準点）、４１は動いた後の検査
対象の位置を示す。簡単の為、図３で、θ＝０と仮定し、断層面ｘｚに着目しＶｘを検出
することを考える。ψを、例えば、９０°、６０°、３０°、０°と変化させると、図４
に示すように、角度ψによって検出される移動量に変化が現れる。横軸に時間、縦軸に移
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動量を設定して、図５のようなグラフを求め、この傾きから速度成分が評価できる。同様
にして、Ｖｙ、Ｖｚを求めれば、図３に示す３次元空間図から、（数１）、（数２）、（
数３）により、検査対象の３次元速度成分Ｖ（Ｖｘ、Ｖｙ、Ｖｚ）が求まり、３次元的な
体動を推定できる。Ｖは検査対象の３次元速度成分の絶対値である。
Ｖｘ＝Ｖｃｏｓψｓｉｎθ　　　　　　　　　　　　　…（数１）
Ｖｙ＝Ｖｓｉｎψｃｏｓθ　　　　　　　　　　　　　…（数２）
Ｖｚ＝Ｖｃｏｓθ　　　　　　　　　　　　　　　　　…（数３）
　従来、相互相関関数を用いて対象物の動きを捉える方法は幾つか提案されているが、い
ずれも相関が取りやすい２次元的な動きのみに関心が寄せられ、撮像面内の動きのみが評
価されてきた。実施例１の超音波体動検出装置では、２枚の断層像で構成されるバイプレ
ーン像を用いて、相関が取れない撮像面から離れる検査対象の動きの射影成分を検出する
ことで、３次元的体動評価を可能にしている点に特徴がある。
【００５８】
　速度成分を計算する際に、相互相関を取る対象は２つ可能である。つまり、バイプレー
ン像には、検査対象の輪郭成分と、検査対象の周囲に散在する微小散乱体から、様々な位
相で反射されてくる信号が互いに干渉して発生するスペックル成分とが含まれている。従
って、検査対象の体動検出方法として、検査対象の輪郭をリアルタイムで直接追随する方
法（以下、輪郭抽出法）と、スペックル成分の動きを評価し、間接的に検査対象の動きを
推定する方法（以下、スペックル法）とが可能である。また、両方法を組み合わせる方法
も、定量評価の精度向上を図る上で有効な方法である。輪郭抽出法とスペックル法の両者
とも、高周波除去等により相互相関を取る領域の構造の波形変化が計算結果に反映される
ように処理する必要がある。
【００５９】
　輪郭抽出法、スペックル法とも、信号波形の変形が大きい場合には相関が取れなくなる
ので、フレームレートを高速に設定し、検査対象の瞬間的な動きを捉えて波形変形を抑制
するする必要がある。しかし、隣接するフレーム間での動きが相関演算による検出感度よ
りも小さい場合、隣接フレーム間での相関演算による体動評価は常に０となってしまう。
このような状況を避けるため、図１４に示すフローチャートに従って体動評価を行なう。
【００６０】
　図１４は、実施例１の超音波体動検出装置において、検査対象の体動評価において行な
う統計処理を説明するフローチャートである。
【００６１】
　まず、工程８２で、基準となるフレーム（基準フレーム）を設定する。工程８３で、基
準フレームと次フレームとの間で相互相関演算を計算する。工程８４で、相互相関演算に
よって求まる検査対象の移動量が０かどうかの真偽（Ｙｅｓ、Ｎｏ）を判断し、真（Ｙｅ
ｓ）の場合には、工程８５で、基準フレームを保持したまま、次々フレームと相関演算を
計算し、再び工程８４に戻る。工程８４で、偽（Ｎｏ）の場合には、工程８２に戻り、こ
のフレームが基準フレームとして再設定される。工程８２から工程８５を繰り返し、一定
時間における移動量求めて体動評価が成される。
【実施例２】
【００６２】
　以下、実施例１の超音波体動検出装置を用いた超音波治療装置について説明する。
【００６３】
　図６は、実施例１の超音波体動検出装置を用いた超音波治療装置の動作を説明するフロ
ーチャートである。
【００６４】
　図７は、実施例１の超音波体動検出装置を用いた超音波治療装置の構成を示すブロック
図である。
【００６５】
　以下、図６に示すフローチャートについて説明する、工程１で、検査対象のバイプレー
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ン像を取得する。工程２で、バイプレーン像に評価領域を設定し、評価領域の設定処理を
行なう。工程３で、体動の速度成分計算処理を行ない、演算による体動の３次元的評価を
行なう。工程５では、工程６で術前又は術中に取得した検査対象の３次元画像を用いて、
検査対象の体動及び治療用超音波の照準位置を３次元動画像として表示する。また、工程
４では、治療領域のリアルタイム追随画像の表示を行なう。
【００６６】
　図７に示す装置の構成は、図１に示す装置の構成に加えて、体動検出部２０の出力信号
に基づいて、超音波治療装置の治療用超音波の照準を制御する照準制御部２２と、治療用
超音波を照射する為の治療用探触子２３を有している。照準制御部２２は、体動検出部２
０の評価結果を治療用探触子にフィードバックし、超音波治療用超音波の照準条件（照射
位置、照射面積、照射量）を制御する。図１と共通する構成要素についての説明は省略す
る。
【００６７】
　実施例１の超音波体動検出装置により得られる３次元体動速度成分の計算結果に従って
、治療用超音波の照準を検査対象の動きに追随させ、簡易で選択性の高い低侵襲性治療が
可能となる。超音波探触子に設定される座標系で治療領域が動くという従来の観点を、治
療領域の動きが固定される座標系に移すことで、治療領域の位置情報を常に得られるだけ
でなく、治療用超音波の照射エネルギーを見積もることができ、治療領域が動く場合にお
いても過不足のない最適な治療を遂行できる。照準の自動追随に関して、治療用探触子２
３の面内の動きについては、送信ビームフォーマー１１で掛ける遅延時間を制御し、超音
波の集束点を変化させることで（以下、オブリークという）、検査対象の追随が可能であ
る。検査対象の撮像面から離れる方向の動きについては、いくつか方法が可能である。
【００６８】
　第１の方法として、治療用探触子２３を機械的に動かす機構を取り付ける方法が挙げら
れる。体動検出結果に基づいて超音波探触子を移動させ、検査対象を常にオブリーク可能
な領域に位置させることができる。従って、手動で探触子を動かす必要はなくなり、治療
者は検査対象の経時変化が表示されている画面のみを見て、治療用超音波の照射を止める
タイミングを計ることに集中することができるので、より正確な低侵襲治療が可能となる
。
【００６９】
　第２の方法として、２次元アレイを持つ治療用探触子２３を利用する方法が挙げられる
。２次元アレイでは広領域な２次元オブリークが可能となるので、治療用探触子２３を移
動させることなく、検査対象の追随が可能となる。
【００７０】
　次に、検査対象のリアルタイム３次元動画像と、検査対象の追随画像を表示する方法に
ついて説明する。
【００７１】
　図８は、実施例２の超音波治療装置において、治療領域追随画像と３次元動画像の一時
点での表示例を表す図である。図８の構成では、図７に示す表示部１９は、治療領域追随
画像表示部５１と、検査対象のリアルタイム３次元動画像表示部５５とから構成されてい
る。リアルタイム３次元動画像表示部５５には、治療領域を含む検査対象の３次元画像５
３、治療用超音波の照準位置５６、治療用超音波の照準位置を示す画像５４が表示される
。治療領域追随画像表示部５１には、治療領域の断層像５０ａを含むバイプレーン像５２
ａ、治療領域の断層像５０ｂを含むバイプレーン像５２ｂが表示される。
【００７２】
　実施例２の超音波治療装置において、得られた体動の評価結果に従って、術前に取得し
た治療領域を含む検査対象１０の３次元画像５３を動かし、検査対象のリアルタイム３次
元動画像表示部５５で表示することで、３次元的な体動を視覚的に観察できる。また、治
療用超音波の照準位置５６の位置情報を示す治療用超音波の照準位置を示す画像５４を同
時に表示することで、照準の追随状況をリアルタイムで把握することも可能である。工程
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６で取得する検査対象の３次元画像は、この画像取得手段を限定しない。ＭＲＩやＸ線Ｃ
Ｔ画像等の高解像度画像を用いれば、術者は照準と治療領域の位置関係をより明確に把握
することができる。また、治療領域の冷却のため治療用超音波の照射を中止している間に
、再び、ＭＲＩやＸ線ＣＴ等による検査対象の３次元画像を取得することで、治療完了領
域と未完了の領域とを３次元的に表示でき、治療の精度と効率を上げることができる。ま
た、照射中はバイプレーン像によって検査対象の経時変化をリアルタイムに観察でき、治
療が完了したと判断されるタイミングで照射を止めることができる。
【実施例３】
【００７３】
　図９は、実施例３の画像提示装置の動作を説明するフローチャートである。以下、図９
に示すフローチャートについて説明する。工程６０で、検査対象のバイプレーン像を取得
する。工程６１で、工程６０で得た画像（撮像断面）の初期位置を設定する。工程６２で
、体動評価領域の設定を行なう。工程６３で、相関演算による体動評価を行ない、体動の
速度成分評価処理を行なう。工程６４では、他の撮像手段（例えば、ＭＲＩやＸ線ＣＴ）
による検査対象の３次元画像を取得する。工程６７で、工程６４において術前に取得した
３次元画像から抽出する抽出断面の初期位置を設定する。工程６８で、抽出断面を相対移
動させ、工程６９で抽出断面の再構成処理を行ない、工程７０で、再構成された抽出画像
を表示する。
【００７４】
　図１０は、実施例３の画像提示装置のブロック図である。なお、以下では、図１に示す
構成要素と共通する構成要素についての説明を省略する。
【００７５】
　ＭＲＩ、Ｘ線ＣＴ、ＰＥＴ／ＣＴ等の他の画像診断装置によって、事前に取得された検
査対象の３次元画像は、３次元画像記憶部７２に保存されている。続いて、受信ビームフ
ォーマー１６の出力であるＲＦ信号に基づいて、超音波画像の初期位置を初期位置設定部
７１で設定し、この初期位置に対応する、他の画像診断装置による３次元画像からの抽出
画像の初期位置を抽出断面初期位置設定部７３で設定する。超音波画像及び他の画像診断
装置からの抽出画像の初期位置の整合を取るには、胸骨の剣状突起や体内組織の高輝度部
位、もしくは検査対象の体内又は体外に取り付けた造影物質で特徴点を設定することで可
能である。また、検査対象の輪郭情報を用いて、画像間における差分の絶対値の積分値が
最小となる位置で初期位置設定する方法でも可能である。
【００７６】
　そして、実施例１と同様の方法で、検査対象の３次元的体動を体動検出部２０で評価し
、その評価結果をもとに、抽出断面相対移動部７４により、抽出断面（抽出画像）を相対
的に移動させ、抽出断面再構成部７５で抽出断面の再構成を行ない、抽出断面を表示部１
９に表示する。この方法では、抽出断面を、基準となる初期位置からの相対移動から確定
しているので、検査領域の小さな変形の影響を受けずに抽出画像を表示できる。
【００７７】
　検査領域の変形が大きい場合には、この変形を考慮した抽出画像を表示する必要がある
が、複数の評価領域に対して、上記で説明した方法を適用することで可能である。設定し
た各評価領域に対応する抽出断面を、体動評価結果に基づいて相対移動させる。各評価領
域における相対移動量は互いに異なる為、移動後の各抽出断面は単一面内に収まらず離散
的に位置しているので、これら不連続部分の補間を抽出画像再構成部７５で行ない、２次
元面に再構成することで変形を含めた抽出画像を表示することが可能である。
【００７８】
　また、他の画像診断装置による３次元画像を４次元的、つまり時間軸上に複数保持して
おくことでも、変形を含めた画像表示が可能である。この場合、必ずしも評価領域を複数
設定する必要はない。抽出断面相対移動部７４による処理の後、超音波画像と抽出断面の
周辺領域及びその周辺領域の時間軸上での画像情報とで差分評価し、この差分の絶対値の
積分値が最小となる画像を抽出することで、変形を含めた抽出画像を表示することができ
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る。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明によれば、検査対象の３次元的な体動を検出し、体動を３次元画像としてリアル
タイムに評価できる超音波体動検出装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】実施例１の超音波体動検出装置の構成を示すブロック図。
【図２】実施例１の超音波体動検出装置において、バイプレーンを得る探触子の構成を示
す図。
【図３】実施例１の超音波体動検出装置において、３次元空間を動く検査対象を表す図。
【図４】実施例１の超音波体動検出装置において、３次元空間を動く検査対象と、検査対
象の動きを表わす体動ベクトルの射影成分を表す図。
【図５】実施例１の超音波体動検出装置において、角度による検査対象の移動量の違いを
表すグラフ。
【図６】実施例１の超音波体動検出装置を用いた超音波治療装置の動作を説明するフロー
チャート。
【図７】実施例１の超音波体動検出装置を用いた超音波治療装置の構成を示すブロック図
。
【図８】実施例２の超音波治療装置において、治療領域追随画像と３次元動画像の一時点
での表示例を表す図。
【図９】実施例３の画像提示装置の動作を説明するフローチャート。
【図１０】実施例３の画像提示装置のブロック図。
【図１１】実施例１の超音波体動検出装置において、撮像面を通過する検査対象の動きを
表す図。
【図１２】実施例１の超音波体動検出装置において、図１１に示す検査対象の動きに対応
して得られる超音波画像。
【図１３】実施例１の超音波体動検出装置において、隣接するフレーム間で得られる検査
対象の１次元信号波形の変化を表す図。
【図１４】実施例１の超音波体動検出装置において、検査対象の体動評価において行なう
統計処理を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【００８１】
　１０…検査対象、１１…送信ビームフォーマー、１２…Ｄ／Ａ変換器、１３…超音波探
触子、１４…Ｔｉｍｅ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、１５…Ａ／Ｄ変換器、１６…受信ビ
ームフォーマー、１７…包絡線検波部、１８…スキャンコンバーター、１９…表示部、２
０…体動検出部、２１…撮像位置制御部、２２…照準制御部、２３…治療用探触子、３０
、３１…バイプレーン像を撮像する探触子、４０…基準となる検査対象の位置、４１…動
いた後の検査対象の位置、５０ａ、５０ｂ…治療領域の断層像、５１…治療領域追随画像
表示部、５２ａ…治療領域の断層像５０ａを含むバイプレーン像、５２ｂ…治療領域の断
層像５０ｂを含むバイプレーン像、５３…治療領域を含む検査対象の３次元画像、５４…
治療用超音波の照準位置を示す画像、５５…検査対象のリアルタイム３次元動画像表示部
、５６…治療用超音波の照準位置、７１…初期位置設定部、７２…３次元画像記憶部、７
３…抽出断面初期位置設定部、７４…抽出断面相対移動部、７５…抽出断面再構成部、７
６…探触子撮像面、７７ａ、７７ｂ、７７ｃ、７７ｄ…検査対象の位置、７８ａ…検査対
象の位置７７ａにおける超音波撮像面７６の２次元画像、７８ｂ…検査対象の位置７７ｂ
における超音波撮像面７６の２次元画像、７８ｃ…検査対象の位置７７ｃにおける超音波
撮像面７６の２次元画像、７８ｄ…検査対象の位置７７ｄにおける超音波撮像面７６の２
次元画像、７９ａ…検査対象の位置７７ａで得られる２次元断層画像、７９ｂ…検査対象
の位置７７ｂで得られる２次元断層画像、７９ｃ…検査対象の位置７７ｃで得られる２次
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元断層画像、７９ｄ…検査対象の位置７７ｄで得られる２次元断層画像、８０…７８ａと
７８ｂを重ね合わせた画像、８１ａ…７９ａの１次元信号波形、８１ｂ…７９ｂの１次元
信号波形。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 4373400 B2 2009.11.25

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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